
（回答）

１．内訳書の新設工事費一式に含めて計上しております。

２．若狭海浜公園駐車場の内訳書内の「工事費」は、「新設工事一式」と読み替えてよいです。

３．三重城駐車場のカーゲートについては６ｍが正、若狭海浜公園のカーゲートについては４ｍが

正となります。

４．週休二日制は考慮しておりません。

５．改修電気設備工事で共通費を積算しております。

６．仮囲いは３０日で積算しております。


